
白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

   令和８年６月１０日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第１６号 

 

   白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則（令和２年白川町規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（給付金等の区分並びに金額及び種別） （給付金等の区分並びに金額及び種別） 

第３条 条例第３条に規定する給付金等の

区分並びに金額及び種別は、次のとおりと

する。 

第３条 条例第３条に規定する給付金等の

区分並びに金額及び種別は、次のとおりと

する。 

(1) 出産祝金 (1) 出産祝金 

ア 第１子及び第２子 現金５０，００

０円の支給又は５２，５００円分の行

政ポイント（白川町行政ポイント事業

実施要綱（令和７年白川町訓令甲第２

号。以下「要綱」という。）第２条第

１号で規定するポイントをいう。以下

同じ。）の付与 

ア 第１子及び第２子 １０，０００円 

                           分の行

政ポイント（白川町行政ポイント事業

実施要綱（令和７年白川町訓令甲第２

号。以下「要綱」という。）第２条第

１号で規定するポイントをいう。以下

同じ。）の付与 

イ 第３子以降 現金                

  １００，０００円の支給又は１０

５，０００円分の行政ポイントの付与 

イ 第３子以降 当該出生児を名義とす

る１００，０００円の定期預金証書  

                                  

(2) 出産祝品 出生届をした者    

            積み木                

    及びごみ袋           

(2) 出産祝品 出生届をした者 １０，０

００円相当の積み木（つみマスくみマ

ス）及び可燃ごみ袋（小） 

(3) 子育て応援給付金 (3) 子育て応援給付金 

ア （略） ア （略） 

イ 小学校入学の年 現金１００，００

０円の支給又は１０５，０００円分の

行政ポイントの付与 

イ 小学校入学の年 現金５０，０００

円  の支給又は５２，５００円 分の

行政ポイントの付与 

ウ （略） ウ （略） 



 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町子育て応援給付金等の支給に関する条

例施行規則（以下「新規則」という。）の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

（給付金の内払） 

２ 新規則の規定を適用する場合において、この規則の施行の日前に、改正前の白川町子育て

応援給付金等の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて既に支給された出産祝金及び子

育て応援給付金は、新規則の規定による出産祝金及び子育て応援給付金の内払とみなす。 


